
令和６年度 滋賀県中学校体育連盟主催大会(テニス競技)にかかる 

地域クラブ活動の参加特例における細則 

 

１．大会参加の条件 

(1) 所属団体が、滋賀県中学校体育連盟が定める参加資格を満たしており、中体連からの承認を受けてい

ること(『学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン』(スポー

ツ庁・文化庁)および『運動部活動の指導について《改訂版》』(滋賀県教育委員会)を確認すること。

また、ガイドラインを順守すること)。 

(2) 所属団体の加盟代表責任者は、滋賀県中学校体育連盟テニス専門部が係わる全ての大会(県大会およ

び近畿大会)について、運営上必要な事項(会議への参加、役員の派遣(複数名の場合あり)、大会への

施設貸出 等)に協力すること。 

(3) 責任ある代表者または指導者が、大会申込みから大会当日の選手の監督まで責任を持って行うこと。 

 

２．大会参加にあたっての留意事項 

(1) 中体連が定める方法により、中体連主催大会出場にあたっての所属を登録・申請し、ここで申請した

所属から出場すること。年度途中での所属の変更は原則認めない(ただし、「近畿中学生テニス選手

権大会」および「全国中学生テニス選手権大会(個人戦)」に出場する際に限り、(5)に定める変更を認

める)。 

(2) 団体戦と個人戦の両方に出場する場合、同一所属から出場すること。 

(3) 各大会において、１人の選手が個人戦シングルスとダブルスの両方に出場することはできない。 

(4) 個人戦ダブルスのペアおよび団体戦の登録選手は、同一所属であること。 

(5) 春季大会は、個人戦のみ、近畿中学生テニス選手権大会(兼 全国中学生テニス選手権大会(個人戦)近

畿地区予選)の滋賀県代表決定戦を兼ねる。ただし、近畿中学生テニス選手権大会(以下「近畿選手権」)

および全国中学生テニス選手権大会へは学校所属からしか出場できないため、春季大会の個人戦で上

位に入り近畿選手権に申し込む際は、学校長の承認を得た上で学校所属に変更して申し込むこと。た

だしダブルスの場合、ペアが同一中学校でない場合は近畿選手権には出場できない。 

(6) 夏季総体は、 団体戦のみ、近畿中学校テニス大会(兼 全国中学生テニス選手権大会(団体戦)近畿地区

予選)の滋賀県代表決定戦を兼ねる。ただし、近畿中学校テニス大会へ出場できるチームは中学校チ

ームのみとする。 

(7) 近畿中学校総合体育大会へは、学校所属・地域スポーツ団体所属を問わず、夏季総体の個人戦・団体

戦それぞれで上位に入った選手・チームが出場資格を得る。 

 

３．その他 

(1) 各大会での、地域スポーツクラブからの出場数の制限は設けない。 

(2) 秋季大会は、団体戦は行わず、個人戦シングルスのみ実施する。 

(3) この細則は、必要に応じて加筆・修正する場合がある。 

 


